
 あさけプラザ
 陶芸教室・植物採集など

申し込み・問い合わせ　�510-8028　
下之宮町296-1　あさけプラザ（�63-
0123･「夏のおはなし会」を除く）
■親子陶芸教室
日時　　月23日�、　 月　日�　午前7 8 6
　時30分～11時30分　場所　あさけプ9
ラザ　階料理室　対象　　日間とも参2 2
加できる小学生とその保護者　定員　
18組 （応募多数の場合は抽選）　材料費
500円　申し込み　　月10日 （必着） ま7
でに、 往復はがきに住所、名前（ふりが
な・保護者も）、 年齢、 電話番号を書い
て、同プラザ「親子陶芸教室」係へ
■植物採集
日時　　月29日�　午前　時～午後　7 9 3
時30分　場所　あさけプラザ　階第2
　・　会議室　対象　小学生 （低学年は4 5
保護者同伴のこと）　定員　30人 （先着
順）　材料費　100円　持ち物　筆記用
具、 市指定のゴミ袋、新聞紙30枚など　
申し込み　　月10日以降に教材費を持7
参の上、同プラザ窓口へ　その他　当
日は長袖シャツ、長ズボン、帽子、運
動靴を着用すること
■小学生手作りおもちゃ講座
日時と対象　　月　日�…小学校　～8 3 1
　年生　　月10日�…小学校　～　年3 8 4 6
生　午前　9 時30分　場所　あさけプラ
ザ　階美術室　定員　各24人（応募多3
数の場合は抽選）　教材費　200円　持
ち物　筆記用具、ハサミ、のり　申し
込み　　月15日（必着）までに、往復7
はがき（　枚に　人）に住所、名前、1 1

年齢、学年、電話番号を書いて、同プ
ラザ「小学生手作りおもちゃ講座」係へ
■渡部公美子作品展「デコラティブア
ート」

期間　　月　日�～　月29日�　場所7 1 9
あさけプラザ　階展示コーナー1
■高齢者講座「健康体操」
日時　　月12日�　午後　時30分　場7 1
所　あさけプラザ　階第　集会室1 1
■夏のおはなし会
日時　　月15日�　午後　時～　時157 2 3
分　場所　あさけプラザ　階小ホール2
定員　50人　内容　「三枚の鳥の羽根」
など　問い合わせ　あさけプラザ図書
館（�63-0102）

 親子環境交流教室

日時　　月28日�　午前　時25分　近7 9
鉄四日市駅西口集合　コース　三重県
環境学習情報センター→�国際環境技
術移転研究センター （ICETT） →四日
市港ポートビル　対象　小学校　・　5 6
年生と保護者　定員　20組40人（応募
多数の場合は抽選）　参加料　無料　
申し込み　　月14日（必着）までに、7
住所、名前（保護者も）、電話番号、学
校名・学年をはがきかファクスまたは
Ｅメールで、�512-1211　桜町3690-1
ICETT企画部「親子環境交流教室」係
（�29-3500 FAX 29-8115 Ｅメールアド
レスinfo@icett.or.jp）へ

 子供陶芸教室・コンクール

日時　　月　日�・　日�・　日�・8 6 7 9
11日�　いずれも午前の部（　時～正9
午）と午後の部（　時～　時）のいず1 4
れか　回　場所　ばんこの里会館　内1
容　萬古焼の成形（絵付けは　月、コ9

ンクール審査は10月に実施）　対象と
定員　市内の小学生　各回40人（応募
多数の場合は抽選）　受講料　800円　
申し込み　　月12日（当日消印有効）7
までに、往復はがきに郵便番号、住所、
名前（ふりがな）、学校名と学年、電話
番号、受講希望日と午前・午後の別
（第　希望まで）を書いて、�510-00352
陶栄町4-8　ばんこの里会館「子供陶芸
教室」係（�30-2020　月曜日休館）
へ。グループで応募する場合は、全員
の必要事項と代表者名を明記すること

 じばさん市
 「そうめんまつり/ 素麺 と麺の器展」

そうめん

日時　　月　日�　午前10時～午後　7 2 5
時　場所　じばさん三重　階特設会場1
内容　大矢知手延そうめんの販売と試
食、器の販売など　問い合わせ　じば
さん三重（�53-8100）

 環境学習センター
 環境ビデオ鑑賞会など

問い合わせ　いずれも環境学習センタ
ー（本町プラザ４階・�54-8430）
■環境ビデオ鑑賞会
日時　７月８日�　午前10時と午後２
時の２回　場所　環境学習センター　
内容　「自然の宝庫　屋久島」「追跡！
台所のゴミどこが問題か」　入場料　
無料
■夏休み自由研究の相談室
日時　　月15日�　午後　時～　時　7 1 4
場所　環境学習センター　内容　自然
観察や環境についての自由研究の仕方
をアドバイスします　対象　市内の
小・中学生　受講料　無料　申し込み
前日までに電話で環境学習センターへ

暮らしの情報 すてきな毎日を

７月は “社会を明るくする運動” 月間

　７月は「社会を明るくする運動」
月間です。この運動は、犯罪や非行
の防止と罪を犯した人たちの更生に
ついて理解を深め、明るい社会を築
こうとするものです。この運動を支
える“愛の資金”に皆さんのご協力
をお願いします。
　また、犯罪や非行をした人が、地
域の中で早く立ち直れるように支援
しているのが保護司です。犯罪や非
行のない地域社会をつくるために、
各地区で活動しています。
　詳しくは、保健福祉課（�５４－
８１６３）へ。

問い合わせ  商工課（�５４-８１７６）
■商工業団体の研修への支援
　市では、商工業関係団体における組合
員の資質向上のために行う自主的な研修
会の開催を支援します。
対象団体　商工業・サービス業を営む中
小企業が主な構成員で、構成員の過半数
が市内に事業所を有し、支援が妥当と認
められる団体　対象経費　講師手当、会
場借上費、教材費、通信費（基準あり）　
支援額　対象経費が３万円以上に達する
場合に、４万円を限度に支給。ただし、年

間１団体当たり２回・８万円が限度
申し込み　７月１９日までに、申請書を商
工課へ
■中小製造業の新技術・新製品開発への
助成金
　市内の中小製造業事業者が行う新技術
開発、新製品開発に対して、助成を行い
ます。
助成額　補助対象経費の二分の一以内
（限度額９０万円）　申込期限　第一回…７
月３１日　第二回…９月１４日　申込方法　
期限までに必要書類を商工課へ

商工業団体の研修や中小製造業の新技術・新製品開発を支援


